
感染症名 主な症状 潜伏期間 出席停止期間

インフルエンザ
悪寒・頭痛・高熱で発症
筋肉痛・倦怠感・腰痛

１～２日
発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日
を経過するまで。

麻しん
眼の充血・かぜ様症状・発
しん・口内の頬粘膜に白い
斑点

８～１２日
発しんに伴う発熱が解熱した後３日を経過する
まで。ただし病状により感染力が強いと認めら
れたときは更に長期に及ぶ場合もある。

流行性耳下腺炎（おたふく）
耳下腺や顎下腺の腫脹と痛
み

１６～１８日
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後
５日を経過し、かつ全身状態が良好になるま
で。

風しん
発熱と同時にバラ色の発し
んが全身に出現・リンパ節
の腫れや痛み

１６～１８日 発しんが消失するまで。

水痘（みずぼうそう）
体、首、顔に発しん・発し
んは紅班、水疱、膿疱、か
さぶたの順に変化

１４～１６日 全ての発しんがかさぶたになるまで。

新型コロナウイルス感染症
発熱、頭痛、倦怠感、咳、
喉の痛み等

１～１４日
発症した後５日を経過し、かつ症状が軽快した
後１日を経過するまで。

咽頭結膜熱（プール熱）
高熱・咽頭痛・頭痛・食欲
不振・眼の充血・めやに

２～１４日
発熱・咽頭炎・結膜炎などの主要症状が消退し
た後２日を経過するまで。

流行性角結膜炎
結膜充血・まぶたの腫脹・
異物感・流涙・めやに

２～１４日

急性出血性結膜炎
結膜出血・結膜充血・まぶ
たの腫脹・異物感・流涙・
角膜びらん

１～３日

感染性胃腸炎（ノロウイルス等） 嘔吐・下痢 １２時間～３日

マイコプラズマ感染症 咳・発熱・頭痛 ２～３週間

溶連菌感染症
発熱・咽頭痛・咽頭扁桃の
腫脹や化膿・リンパ節炎

２～５日

手足口病
発熱・口腔咽頭粘膜や手
足、お尻、膝、肘等に水泡

３～６日

伝染性紅班（リンゴ病）
かぜ様症状、顔面の紅班、
両側の頬と四肢に網目状の
発疹

４～１４日

医師において感染のおそれがないと認めら
れるまで。

医師の指示による。
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